
2027年3月の大学等卒業予定者を対象とした
求人の受理開始は2026年２月１日以降です！
（求人の公開開始は４月１日以降です。）

大学等卒業予定者の採用をお考えの事業主の皆さまへ

大学、短期大学と高等専門学校の2026年度（2027年3月）卒業・修了予定者の就職・採用活動
のスケジュールを踏まえ、ハローワークでの求人の取扱いは、以下のとおりとなります。

2026年度大学等卒業予定者の就職・採用活動のスケジュール

２０２６年３月１日以降広報活動

２０２６年６月１日以降採用選考活動

ハローワークにおける求人の取扱い

２０２６年２月１日以降求人の受理

２０２６年４月１日以降求人の公開

２０２６年６月１日以降大学等卒業予定者に対する職業紹介

大卒等求人は 求人者マイページで！

「求人者マイページ」の開設手続き等詳細については、ハローワークにお問い合わせいただくか、
「ハローワークインターネットサービス」をご覧ください。
（窓口で「求人者マイページ」の開設手続きを行うこともできます。）
「ハローワークインターネットサービス」で検索、右記二次元コード、
URL：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ を入力

令和８年１月作成

○ 大学等卒業予定者を対象とする求人のうち、既卒者の応募が可能で、通年採用（入職時期を
限定しない。）が可能な求人については、早期に就職を希望する既卒者に、４月１日以前で
あっても職業紹介が可能であるため、求人受理時に通年採用の可否を確認させていただきます。

○ 一定の基準を満たすインターンシップ（※）を通じて高い専門的知識や能力を有すると判断
された学生については、３月１日以降、広報活動期間を短縮し、採用選考活動に移行できます。
（※）「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」が令和４年４月にまとめたタイプ３のインターンシップのうち

専門活用型かつ、卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターンシップをいいます。

便利で 簡単な

求人者マイページ以外での申込みについて

『ハローワークに来所することなく』『会社のパソコン等から』『２４時間』求人申込み可能！メリット
１

申し込んでいる求人がすぐに分かる！有効求人、無効求人の確認も簡単！メリット
２

過去の求人履歴を利用して、新たに求人申込みが可能！入力時間を短縮し、求人申込みが効率的に！メリット
３

●ハローワークの窓口に、「求人申込書」（筆記式）を提出して申し込む。（従来の方法）


